
理

由

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
状
況
を
踏
ま
え
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
す
る
復
興

施
策
の
期
間
及
び
復
興
施
策
に
必
要
な
財
源
の
確
保
の
た
め
の
復
興
債
の
発
行
期
間
を
令
和
十
二
年
度
ま
で
に
延
長
す
る
等
の

措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


